
ぎ
ふ
木
遊
館

岐
阜
関
ケ
原
古
戦
場
記
念
館

号

外

四�
令

和

二

年

四

月

一

日

全
職
員

全
職
員

目

次

規

則

○
特
別
の
勤
務
に
従
事
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

(

人

事

課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
の
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(

同

)

一

○
岐
阜
県
行
政
委
員
会
等
の
職
員
に
対
す
る
事
務
委
任
及
び
補
助
執
行

に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

三

○
県
の
施
設
の
名
誉
所
長
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

四

訓

令

甲

○
岐
阜
県
職
員
表
彰
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

人

事

課)

五

○
附
属
機
関
の
委
員
等
の
職
に
充
て
る
職
員
の
職
の
指
定
に
関
す
る
規

程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

同

)

五

○
岐
阜
県
職
員
研
修
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

同

)

五

○
岐
阜
県
職
員
倫
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

同

)
六

規

則

特
別
の
勤
務
に
従
事
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

令
和
二
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
四
十
八
号

特
別
の
勤
務
に
従
事
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

特
別
の
勤
務
に
従
事
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
一
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十

四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
わ
か
あ
ゆ
学
園
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
の
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

( ) 令和２年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
二
年
四
月
一
日



防
災
会
議
幹
事

審
査
分
会
立
会
人

選
挙
立
会
人

審
査
分
会
長

選
挙
分
会
長

選
挙
長

非
常
勤
地
区
健
康
管
理
医

非
常
勤
健
康
管
理
医

法
務
・
情
報
公
開
課
法
務
顧
問

区

分

日
額

日
額

八
、
九
〇
〇
円

日
額

八
、
九
〇
〇
円

日
額

一
〇
、
八
〇
〇
円

日
額

一
〇
、
八
〇
〇
円

日
額

一
〇
、
八
〇
〇
円

月
額

三
五
、
一
〇
〇
円

月
額

一
六
〇
、
二
〇
〇
円

年
額

一
、
二
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

金

額

精
神
保
健
指
定
医

へ
き
地
医
療
総
合
対
策
医

後
期
高
齢
者
医
療
障
害
認
定
審
査
医

国
民
健
康
保
険
医
療
指
導
監
査
医

保
健
所
非
常
勤
医
師

社
会
福
祉
法
人
等
特
別
指
導
監
査
官

現
代
陶
芸
美
術
館
館
長

現
代
陶
芸
美
術
館
顧
問

美
術
館
館
長

美
術
館
顧
問

銃
砲
刀
剣
類
登
録
審
査
委
員

統
計
調
査
指
導
員

統
計
調
査
員

消
防
学
校
非
常
勤
医
師

国
民
保
護
協
議
会
幹
事

勤
務
一
回
に
つ
き

一
三
、
七
〇
〇
円

日
額

一
三
、
七
〇
〇
円

日
額

一
三
、
七
〇
〇
円

日
額

一
三
、
七
〇
〇
円

日
額

一
三
、
七
〇
〇
円

日
額

一
三
、
五
〇
〇
円

月
額

五
四
四
、
九
〇
〇
円

年
額

二
、
四
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

年
額

五
、
九
二
六
、
八
〇
〇
円

年
額

九
六
七
、
〇
〇
〇
円

日
額

一
〇
、
〇
〇
〇
円

日
額

七
、
二
五
〇
円

日
額

七
、
二
〇
〇
円

日
額

一
三
、
七
〇
〇
円

日
額

一
〇
、
〇
〇
〇
円

一
〇
、
〇
〇
〇
円

岐
阜
県
規
則
第
四
十
九
号

岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
の
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
の
額
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
一
年
岐
阜
県
規
則
第
百
四
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
第
一
号
の
表
中｢
岐
阜
県
地
方
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
委
員

岐
阜
県
地
方
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
専
門
委
員｣

を
削
り
、｢

岐
阜
県

准
看
護
師
試
験
委
員｣

を ｢
岐
阜
県
准
看
護
師
試
験
委
員

岐
阜
県
地
方
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
委
員

岐
阜
県
地
方
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
専
門
委
員｣

に
、｢

飛�
・
美

濃
す
ぐ
れ
も
の
認
定
審
査
会
委
員｣

を｢
飛�
・
美
濃
す
ぐ
れ
も
の
認
定
審
査
会
委
員

岐
阜
関
ケ
原
古
戦
場
記
念
館
協
議
会
委
員

｣

に
改
め
る
。

本
則
第
二
号
の
表(

備
考
以
外
の
部
分
に
限
る
。)
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和２年４月１日 ( )２



土
地
収
用
等
事
業
紛
争
仲
裁
委
員

土
地
収
用
等
事
業
紛
争
あ
つ
せ
ん
委
員

森
林
文
化
ア
カ
デ
ミ
ー
学
長

農
業
大
学
校
非
常
勤
医
師

岐
阜
関
ケ
原
古
戦
場
記
念
館
館
長

わ
か
あ
ゆ
学
園
非
常
勤
医
師

女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
非
常
勤
医
師

子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
非
常
勤
医
師

児
童
扶
養
手
当
支
給
事
務
非
常
勤
医
師

不
妊
専
門
相
談
医
師

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
支
給
事
務
非
常
勤
医
師

身
体
障
害
者
医
学
判
定
非
常
勤
医
師

生
活
保
護
医
療
扶
助
非
常
勤
医
師

生
活
保
護
医
療
扶
助
精
神
科
非
常
勤
医
師

地
域
福
祉
課
非
常
勤
医
師

精
神
保
健
相
談
非
常
勤
医
師

日
額

一
〇
、
〇
〇
〇
円

日
額

一
〇
、
〇
〇
〇
円

年
額

七
、
一
三
二
、
二
〇
〇
円

日
額

一
三
、
七
〇
〇
円

年
額

二
、
四
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

日
額

一
三
、
七
〇
〇
円

日
額

一
三
、
七
〇
〇
円

日
額

一
三
、
七
〇
〇
円

日
額

一
三
、
七
〇
〇
円

日
額

一
三
、
七
〇
〇
円

日
額

一
三
、
七
〇
〇
円

日
額

一
三
、
七
〇
〇
円

日
額

一
三
、
七
〇
〇
円

日
額

一
三
、
七
〇
〇
円

月
額

一
五
〇
、
四
〇
〇
円

日
額

一
三
、
七
〇
〇
円

警
察
署
産
業
医

警
察
非
常
勤
医
師

警
察
精
神
保
健
相
談
非
常
勤
医
師

警
察
職
員
健
康
管
理
医

学
校
薬
剤
師

学
校
歯
科
医

学
校
医

教
職
員
産
業
医

学
校
運
営
協
議
会
委
員

労
働
関
係
紛
争
あ
つ
せ
ん
員

監
査
専
門
委
員

建
築
構
造
専
門
委
員

月
額

三
五
、
一
〇
〇
円

日
額

一
三
、
七
〇
〇
円

日
額

一
三
、
七
〇
〇
円

月
額

一
六
〇
、
二
〇
〇
円

年
額

一
五
三
、
七
〇
〇
円

年
額

四
二
〇
、
〇
〇
〇
円

年
額

四
二
〇
、
〇
〇
〇
円

月
額

三
五
、
〇
〇
〇
円

勤
務
一
時
間
に
つ
き

一
、
〇
〇
〇
円

日
額

一
〇
、
〇
〇
〇
円

日
額

三
二
、
〇
〇
〇
円

日
額

一
〇
、
〇
〇
〇
円

本
則
第
二
号
の
表
備
考
第
三
号
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
行
政
委
員
会
等
の
職
員
に
対
す
る
事
務
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

( ) 令和２年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３



岐
阜
県
警
察
組
織
規
則

(

昭
和
六
十
三
年
岐
阜
県

公
安
委
員
会
規
則
第
一

号)

第
二
章
第
一
節
及
び

第
二
節
の
規
定
に
よ
り
置

か
れ
る
課(

会
計
課
を
除

く
。)

、
隊
及
び
所
の
長
並

び
に
警
察
学
校
長

警
察
本
部
総
務
室
会
計
課

長
及
び
警
察
署
長

地
方
教
育
機
関
の
長

一

分
任
出
納
員
及
び
会
計
員
の
任
免
を
す
る
こ
と
。

一

会
計
員
の
任
免
を
す
る
こ
と
。

一

分
任
出
納
員
及
び
会
計
員
の
任
免
を
す
る
こ
と
。

令
和
二
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
十
号

岐
阜
県
行
政
委
員
会
等
の
職
員
に
対
す
る
事
務
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
行
政
委
員
会
等
の
職
員
に
対
す
る
事
務
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
七

年
岐
阜
県
規
則
第
六
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
教
育
長
の
項
第
一
号
中｢
教
育
委
員
会
事
務
局｣

の
下
に｢(

教
育
事
務
所
を
除
く
。

以
下
同
じ
。)｣

を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

岐
阜
県
行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
に
か
か
る
使
用
料
徴
収
条
例(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
条
例

第
七
号)

第
三
条
の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
の
所
管
に
係
る
行
政
財
産(

地
方
教
育
機
関(

岐

阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
一
号)

第
二
条
第
二
号
に

規
定
す
る
地
方
機
関
で
あ
る
教
育
機
関
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
所
管
に
係
る
行
政
財
産
を

除
く
。)

の
使
用
料
を
減
免
す
る
こ
と
。

第
二
条
の
表
地
方
教
育
機
関(

岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則(
昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
規
則
第

三
十
一
号)

第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
地
方
機
関
で
あ
る
教
育
機
関
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。)

の
長
の
項
中｢(

岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
規
則
第
三

十
一
号)

第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
地
方
機
関
で
あ
る
教
育
機
関
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。)｣

を
削
り
、
同
項
第
三
号
中｢

。
た
だ
し
、｣

を｢(｣

に
、｢

得
る
こ
と｣
を｢
得
た
も
の

に
限
る
。)｣

に
改
め
、
同
号
三�
中｢(

岐
阜
県
行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
に
か
か
る
使
用
料
徴
収
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
七
号)

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
の
減
免
を
除
く
。)｣

を
削
り
、

同
項
第
四
号
中｢

。
た
だ
し
、｣

を｢(｣

に
、｢

つ
い
て
は｣

を｢

つ
い
て
は
、｣

に
、｢

得
る
こ
と｣

を｢

得
た
も
の
に
限
る
。)｣

に
改
め
、
同
項
第
五
号
中｢

及
び｣

を
削
り
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。七

岐
阜
県
行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
に
か
か
る
使
用
料
徴
収
条
例
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
地
方
教

育
機
関
の
所
管
に
係
る
行
政
財
産
の
使
用
料
を
減
免
す
る
こ
と
。

第
二
条
の
表
警
察
署
長
の
項
第
三
号
中｢

。
た
だ
し
、｣

を｢(｣

に
、｢

得
る
こ
と｣

を｢

得
た
も

の
に
限
る
。)｣

に
改
め
、
同
項
第
四
号
中｢

。
た
だ
し
、｣

を｢(｣

に
、｢

得
る
こ
と｣

を｢

得
た
も

の
に
限
る
。)｣

に
改
め
る
。

第
三
条
の
表
副
教
育
長
の
項
第
三
号
中｢

出
納
員(

臨
時
出
納
員
を
除
く
。)

、
分
任
出
納
員
及
び
会

計
員
の
一
般
職
の
職
員
へ
の
併
任
発
令
並
び
に
臨
時
出
納
員
の
任
免
内
申
並
び
に｣

を｢

教
育
委
員
会

事
務
局
の｣

に
、｢

任
命
発
令｣

を｢

任
免｣

に
改
め
、
同
項
中
第
四
号
及
び
第
五
号
を
削
り
、
第
六

号
を
第
四
号
と
し
、
第
七
号
を
第
五
号
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
三
条
の
表
警
察
本
部
長
の
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と

し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
三
条
の
表
人
事
委
員
会
事
務
局
長
の
項
第
二
号
中｢

出
納
員(

臨
時
出
納
員
を
除
く
。)

及
び
会

計
員
の
一
般
職
の
職
員
へ
の
併
任
発
令
並
び
に
臨
時
出
納
員
の
任
免
内
申
並
び
に｣

を
削
り
、｢

任
免

発
令｣

を｢

任
免｣

に
改
め
、
同
表
監
査
委
員
事
務
局
長
の
項
第
二
号
中｢

出
納
員(

臨
時
出
納
員
を

除
く
。)

及
び
会
計
員
の
一
般
職
の
職
員
へ
の
併
任
発
令
並
び
に
臨
時
出
納
員
の
任
免
内
申
並
び
に｣

を
削
り
、｢

任
免
発
令｣

を｢

任
免｣

に
改
め
、
同
表
労
働
委
員
会
事
務
局
長
の
項
中｢

臨
時
出
納
員

の
任
免
内
申
及
び｣

を
削
り
、｢

任
免
発
令｣

を｢

任
免｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

県
の
施
設
の
名
誉
所
長
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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岐
阜
県
規
則
第
五
十
一
号

県
の
施
設
の
名
誉
所
長
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

県
の
施
設
の
名
誉
所
長
等
に
関
す
る
規
則(

昭
和
四
十
七
年
岐
阜
県
規
則
第
六
十
九
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中｢
秘
書
政
策
審
議
監｣

を｢

秘
書
広
報
総
括
監｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

行

な
う｣

を｢

行
う｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
四
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
職
員
表
彰
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
職
員
表
彰
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
職
員
表
彰
規
程(

昭
和
二
十
九
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

六
条
第
一
項
中｢

秘
書
政
策
審
議
監｣

を｢

秘
書
広
報
総
括
監｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
五
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

附
属
機
関
の
委
員
等
の
職
に
充
て
る
職
員
の
職
の
指
定
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

附
属
機
関
の
委
員
等
の
職
に
充
て
る
職
員
の
職
の
指
定
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

令

附
属
機
関
の
委
員
等
の
職
に
充
て
る
職
員
の
職
の
指
定
に
関
す
る
規
程(

昭
和
五
十
年
岐
阜
県
訓
令

甲
第
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
岐
阜
県
消
防
・
医
療
連
携
協
議
会
の
部
及
び
岐
阜
県
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
協
議
会
の
部

を
削
る
。附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
六
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
職
員
研
修
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
職
員
研
修
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
職
員
研
修
規
程(

昭
和
五
十
二
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
条
第
一
項
中｢

秘
書
政
策
審
議
監｣

を｢

秘
書
広
報
総
括
監｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

( ) 令和２年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５



岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
七
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
職
員
倫
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
職
員
倫
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
職
員
倫
理
規
程(

平
成
九
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
本
庁
の
部
知
事
直
轄
組
織
の
項
中｢

秘
書
政
策
審
議
監｣

を｢

秘
書
広
報
総
括
監｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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